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航   空   局 

 

個人操縦士に対する不利益処分について 
 

平成３０年９月１６日に大分空港における胴体着陸事案を発生させた個人操縦士につい

て、当該飛行を含め、航空身体検査証明の有効期間及び特定操縦技能審査の操縦等可能

期間を超過して運航していた事実が判明したことから、本日付で当該操縦士に対し、航

空法に基づく不利益処分（航空業務停止６０日及び操縦技能審査員の取消し）を行いま

した。 

 

１．事案の概要 

平成３０年９月１６日、北九州空港を離陸した個人操縦士の運航する小型航空機（ムー

ニー式M20K型）が大分空港に着陸する際に脚下げ操作を失念したことにより胴体着陸とな

り、損傷した機体を滑走路から撤去するまでの間、同滑走路が閉鎖された。 

本事案発生後の調査で、当該操縦士の航空身体検査証明の有効期間及び特定操縦技能審

査の操縦等可能期間のいずれも超過した状態で当該飛行を行っていたことが判明した。更

に調査を進めた結果、当該操縦士は、当該飛行を含め、航空身体検査証明の有効期間を超

過した状態での飛行を断続的に計８８回、特定操縦技能審査の操縦等可能期間を超過した

状態での飛行を断続的に計３６回実施したことが確認された。当該操縦士は、これらの違

反行為があったことを事後的に把握していたにもかかわらず、その事実を報告せず、有効

な対策をとらないまま、長期間にわたって同様な事案を繰り返し行っていた。なお、少な

くとも平成２８年８月１４日の飛行については、特定操縦技能審査の操縦等可能期間を超

過した状態であることを認識しながら行ったものと認められた。 

これらは、航空法第２８条第１項及び同法第７１条の３第１項の規定に違反する行為で

ある。 

また、当該操縦士は、自らが特定操縦技能の審査を行う操縦技能審査員であったが、こ

れらの法違反の事実を報告することなく、平成２９年１月１０日に審査員の認定を再取得

していた。 

 

  

 



 

２．国土交通省航空局による対応 

航空身体検査証明の有効期間及び特定操縦技能審査の操縦等可能期間を超過した状態

で長期間にわたって飛行を繰り返した行為は、航空従事者に対する不利益処分の対象とな

る航空法第３０条第１号に規定する航空法に違反する行為に該当するとともに、法令遵守

及び安全優先の意識が大きく欠落した非常に悪質な行為であった。 

また、法違反の事実を報告することなく、操縦技能審査員の認定を再取得した当該操縦

士の行為は極めて不適切であり、操縦士の航空法令や安全確保を含めた知識及び技能を定

期的に審査する操縦技能審査員として、航空法施行規則第１６２条の７第５号に定める必

要な能力を有しているとは認められず、操縦技能審査員としての適格を著しく欠く。 

以上のことから、当該操縦士に対し、以下の措置を行った。 

（１）航空法第３０条の規定に基づく航空業務停止６０日間 

（２）航空法第７１条の３第４項の規定に基づく操縦技能審査員の認定の取り消し 

 

国土交通省としては、引き続き航空安全講習会などの機会を通じて自家用操縦士等に対

し法令遵守・安全優先の意識を徹底するとともに、「小型航空機等の安全推進委員会」に

おいて有識者や関係団体等からの意見を踏まえながら更なる安全対策を調査・検討するこ

とにより、小型航空機等の安全確保を図ってまいります。 

 

以上 

 

（参考資料１）参照条文 

（参考資料２）航空身体検査証明制度について 

（参考資料３）特定操縦技能審査制度について 

 

  

《 問い合わせ先 》 

２．（１）については、航空局安全部運航安全課 小西、奈良 

代表: 03-5253-8111（内線:50104、50312） 直通：03-5253-8737 

FAX: 03-5253-1661 

２．（２）については、大阪航空局保安部運用課 森下、和田 

直通: 06-6949-6591 

FAX： 06-6920-4041 



参考資料１ 

参照条文 

 

〇航空法（昭和２７年法律第２３１号）（抄） 

 （業務範囲） 

第２８条 別表の資格の欄に揚げる資格の技能証明（航空機に乗り組んでその運航を行う者にあた

っては、同表の資格の欄に揚げる資格の技能証明及び第三十一条第一項の航空身体検査証明）を

有するものでなければ、同表の業務範囲の欄に揚げる行為を行ってはならない。ただし、定期運

送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、准定期運送用操縦士、一等航空士、二等航空士、若

しくは航空機関士の資格の技能証明を有する者が受信のみを目的とする無線設備の操作を行う

場合又はこれらの技能証明を有する者で電波法第四十条第一項の無線従事者の資格を有するも

のが、同条第二項の規定に基づき行うことができる無線設備の操作を行う場合は、この限りでな

い。 

２・３ （略） 

 （技能証明の取消等） 

第３０条 国土交通大臣は、航空従事者が左の各号の一に該当するときは、その技能証明を取り消

し、又は一年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。 

 一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。 

 二 航空従事者としての職務を行うに当り、非行又は重大な過失があつたとき。 

 （特定操縦技能の審査等） 

第７１条の３ 操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に従事するのに必要な知識及び能力で

あつてその維持について確認することが特に必要であるもの（以下この条において「特定操縦

技能」という。）を有するかどうかについて、操縦技能審査員（特定操縦技能の審査を行うの

に必要な経験、知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者をいう。第

四項及び第百三十四条において同じ。）の審査を受け、これに合格していなければ、当該操縦

技能証明について限定をされた範囲の航空機について次に掲げる行為を行つてはならない。こ

の場合において、当該審査は、当該行為を行う日前国土交通省令で定める期間内に受けたもの

でなければならない。 

一 航空機に乗り組んで行うその操縦 

二・三 （略） 

２・３（略） 

４ 国土交通大臣は、操縦技能審査員が前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該操縦技

能審査員に対し、第一項の審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以

内において期間を定めて当該審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその同項の規定

による認定を取り消すことができる。 

 

○航空法施行規則（昭和２７年運輸省令第５６号）（抄） 

 （法第七十一条の三第一項の国土交通省令で定める期間） 

第百六十二条の三 法第七十一条の三第一項の国土交通省令で定める期間は、二年とする。 

２ （略） 

第百六十二条の七 法第七十一条の三第一項の認定は、当該認定を受けようとする者が行おうとす

る同項の審査に係る航空機の種類ごとに次に掲げる基準に適合する者について行う。 

一～四 （略） 

五 前号に掲げるもののほか、法第七十一条の三第一項の審査を行うのに必要な経験及び能力を有

していること。 

六 （略） 



検査項目
1.一般
2.呼吸器系
3.循環器系及び脈管系
4.消化器系(口腔及び歯牙を除く)
5.血液及び造血臓器系
6.腎臓、泌尿器系及び生殖器系
7.運動器系
8.精神及び神経系
9.眼
10.視機能
11.耳鼻咽喉
12.聴力
13.口腔及び歯牙
14.総合

第

１

種

航空身体検査証明制度について

○ 技能証明を有する操縦士は、有効な航空身体検査証明を有していなければ操縦等を行うことはで
きない（航空法第28条）。

○ 国土交通大臣が指定した指定航空身体検査医等により身体検査基準に適合することの確認を受
けることで航空身体検査証明が発行され、その有効期間は技能証明の資格ごとに年齢や運航の態
様等に応じて設定される（航空法第31条及び第32条）。

参考資料２



航空従事者
技能証明試験

国土交通省
（東京／大阪航空局）

航空従事者技能証明
取得（ライセンス）
※無期限

合格

試験
（学科・実技）

特定操縦
技能審査

認定

２年間
操縦可能

審査
（口頭・実技）

操縦技能審査員

資格発給

※合格後

２年間
操縦可能

特定操縦
技能審査

※以降

繰返し

審査
（口頭・実技）操縦士

審査結果報告

口述により運航に必要な知識を有するかどう
かを審査（航空法規、運航規則、最近の事故
等を踏まえた留意事項等）

① 知識審査

特定操縦技能審査制度
（航空法改正により平成２６年４月より全面施行）

○ 技能証明を有する操縦士は、国土交通大臣の認定を受けた操縦技能審査員による定期的な技能
審査（特定操縦技能審査）に合格しなければ操縦等を行うことはできない（航空法第71条の3）。

○ 当該技能審査に合格してから２年間操縦等が可能となる。

※ 航空会社に所属する操縦士は、当該航空会社における定期的な技能審査を義務付けているため対象外

特定操縦技能審査制度について

特定操縦技能審査制度

審査の流れ（自家用操縦士のイメージ）

実技審査の飛行前に必要な準備作業等を通
じて、適確に飛行前作業を遂行できるか審査
（重量重心位置確認、航空情報・気象情報確
認、整備状況・搭載燃料等確認、飛行計画策
定・通報 等）

② 飛行前作業審査

実機による空港周辺の飛行又は模擬飛行装置等
により実技審査を実施し、操縦操作や状況判断
等を審査

③ 実技審査

着陸

開始 終了

上昇

【空港周辺での飛行】

降下

○水平飛行操作
・直線水平飛行

○空港等での操作
・始動・試運転
・地上滑走

○離陸・上昇操作
・通常離陸上昇

○着陸進入
・通常着陸

○着陸経路への進入
・場周飛行

場周進入

○緊急操作手順の確認
水平飛行

離陸

○基本的な計器による飛行

実技審査等のレビューを行うこと等により、特定
操縦技能を有するか最終的に確認（気象等の
影響で十分に確認できなかった項目について追
加的な口頭審査 等）

④ 実技審査後レビュー

操縦技能審査員により被審査者が特定操縦技
能を有するかどうか合否判定
○被審査者の技能証明書に審査結果、審査合
格の有効期限等を記入

○ 国土交通大臣に審査結果等を速やかに報
告 等

⑤ 合否判定

参考資料３


